
心の輪を広げる体験作文・
障がい者週間のポスター

障がいのある方とない方との心のふれ
あいの体験をつづった作文や、障がい者への
理解を促進するポスターを募集しています。入賞
者には賞状等を贈呈します。
▷�作文　400字詰め原稿用紙（縦書き）小・中学生
は2～ 4枚、高校生・一般は4～ 6枚。

　点字や電子メールでの応募可
▷�ポスター　小・中学生のみ。B3画用紙または四
つ切りサイズ画用紙（縦長のみ）

申�込・問�7/1㈪～9/3㈫〈必着〉までに作品を郵送・
持参で府障がい福祉企画課企画調整グループ　
〒540-8570�大阪市中央区大手前2丁目

　☎06-6941-0351

俳句大会の参加者・投句

俳句大会
日時　10/21㈪14:30
場所　ゆうゆうセンター 4階　多目的ホール
対象　市内在住の60歳以上
投句募集
自作で未発表のものに限ります。二重投稿・類作の
ないようにしてください。文字は楷書で、漢字には
必ずふりがなをつけてください。
兼題　自由題2句　選者　堀

ほり

江
え

信
のぶひこ

彦さん
申�込　はがきの裏面右側に2句を、左側に①住所②
名前（ふりがな）③年齢④電話番号⑤俳句大会当
日の参加・不参加⑥市星連（老人クラブ）の会員か
非会員かを記入し、8/16㈮までに〒576-0034　
天野が原町5-5-1
問�高齢介護課�☎893-6400

自衛官候補生

受付期間、試験日程等はお問い合わせください。
対象　18歳～ 32歳
問�自衛隊守口出張所�☎06-6997-7339

HP

小・中学校講師

市内公立小・中学校で勤務できる臨時的任用およ
び非常勤等の講師を募集しています。現在、大学4
年生等、今年度末に教員免許状を取得見込みの方
も次年度に向けて登録可能です。随時受け付けて
いますので、事前に電話連絡の上、履歴書と免許状
を持参してください。申込みの際には、講師登録と
お伝えください。
問�指導課�☎810-0522、☎810-8022

一日図書館員

本の貸し出し・返却の受付や書架の整理、本の修理
等図書館の仕事を体験します。
日時　8/3㈯9:00 ～ 12:00
場所　倉治図書館、星田会館図書室
対象　小学5・6年生　定員　各施設2人(抽選)
申�込・問�7/10㈬～21㈰に倉治図書館�☎891-1825

会計年度任用職員
放課後児童会指導員、指導員補助

放課後児童会で一緒に働ける方、子どもと接する
ことが好きな方を募集しています。
勤�務場所　市内各小学校児童会（勤務開始日は要
相談）

内容　安全確保・遊びの提供・見守り等
指導員
対象　放課後児童会や保育園等の勤務経験者歓迎
勤�務時間　週5日13:00 ～ 18:30（夏休み等小学
校休業日等は8:30 ～）

月給　14万8,010円～　別途賞与･通勤費あり
指導員補助
対�象　年齢･学歴不問、学生歓迎（夏休みだけの短
期可）

勤務時間　週3～5日13:00～18:30のうち3時間
時給　1,148円　別途通勤費
申�込・問�青少年育成課�☎892-7721

募集募集市税の納期限

固定資産税・都市計画税第2期分の納期限は、
7/31㈬です。期限までに納めてください。
問�税務室�☎892-0121

所得税および復興特別所得税の
予定納税（第１期分）

前年分の所得税および復興特別所得税の確定申告
に基づき、予定納税が必要な方には、6月中旬に税
務署から通知書を送付しています。廃業、休業また
は業況不振等の理由で、予定納税の減額申請をする
場合は、7/31㈬までに「予定納税額の減額申請書」
を提出してください。詳細はお問い合わせください。
納期限・振替日　9/30㈪
問�枚方税務署管理運営第一部門�☎804-0251

国民年金保険料免除・納付猶予申請

経済的な理由等で、保険料の納付が困難
な場合は、申請により保険料の納付が免
除されます。ただし、当該免除年度の前年度所得審査
があり、審査対象は本人・配偶者・世帯主となります。
一般免除（全額免除・納付猶予・一部免除）
　�R6年度（6年7月分～ 7年6月分）申請は、7/1
から受付。

学生納付特例（納付猶予）
　�R6年度（6年4月分～ 7年3月分）申請は、4/1
から受付。

また、臨時特例措置による新型コロナウイルス感染
症の影響による収入が減少した場合等は、保険料を
免除・納付猶予ができます。R7年7月申請の2年1か
月前の月分までさかのぼって、免除申請ができます。
申請に必要なもの
▷�年金手帳または基礎年金番号通知書と本人確認
書類（運転免許証やマイナンバーカード）
▷�代理人の場合は、委任状、本人確認書類、被保険
者の年金手帳
▷�離職を理由とする場合は、所得審査対象者のう
ち離職者の離職票
▷�学生納付特例の場合は、免除期間での有効日記
載の学生証
問�医療保険課�☎892-0121
� ねんきん加入者ダイヤル�☎0570-003-004

申請

介護保険負担割合証を発送します

介護サービス利用時は、介護保険被保険者証と負
担割合を記載した介護保険負担割合証の提示が必
要です。負担割合の区分は別表のとおりです。現在
お持ちの介護保険負担割合証の有効期限は7/31
㈬です。7/1現在で、8/1㈭以降の事業対象者、
要介護・要支援認定を受けている方には、7月中旬
頃に「介護保険負担割合証」を発送します。その後
に認定された方には、認定結果と一緒に発送しま
す。税法上申告の必要がない方であっても、市民税
申告を毎年行ってください。

利用者負担割合

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
第
1
号
被
保
険
者

本人の
合計所得
金額が
220万円
以上

下記以外の場合 3
割

同一世帯の
第1号被保険
者（本人含む）
の年金収入
＋その他の
合計所得金
額が

単身は280万円以上
340万円未満 2

割2人以上は346万円
以上463万円未満

単身は280万円未満
1
割2人以上は

346万円未満

本人の
合計所得
金額が
160万円
以上

下記以外の場合 2
割

同一世帯の
第1号被保険
者（本人含む）
の年金収入
＋その他の
合計所得金
額が

単身は280万円未満

1
割

2人以上は
346万円未満

本人の合計所得金額※が160万円未満 1
割

※�収入金額から必要経費に相当する金額を控除し
た金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得
控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所
得または公的年金等に係る雑所得が含まれてい
る場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所
得の合計額から10万円を控除した金額を用いま
す。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、
合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡
所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
なお、要介護、要支援認定を受けており、次のいず
れかに該当する方は、所得にかかわらず1割負担
となります。
▷第2号被保険者（65歳未満の方）
▷市民税非課税者（申告している方に限る）
▷生活保護受給者
問�高齢介護課�☎893-6400

税・保険・年金税・保険・年金

俳
句

 2120


